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令和６年度 奨学金（日本学生支援機構以外）募集 

公益財団法人 交通遺児育英会
（在学採用） 

貸与型 
(無利子・一部給付あり) 

対象学種 学部・大学院 対象年次 全学年 

申請 

資格 

●保護者が道路における交通事故で死亡した家庭の生徒・学生 

または、 

●保護者が道路における交通事故で重度の後遺障害者となった家庭の生徒・学生 

 重度の後遺障害の程度（いずれか一つに該当） 

 ①身体障害者福祉法（身体障害者手帳）の第１級から第４級 

 ②自動車損害賠償保障法施行令別表第１及び第２の第１級から第７級 

 ③精神保険および精神障害者福祉法（精神障害者手帳）の第１級から第３級 

●日本国籍を有する者、または、永住者（外国籍の留学生は対象外です） 

他奨学金との併用 可・不可 

支給額 
 学部：月額 4～6万円 
大学院：月額 5～10万円 
（いずれも、うち 2万円給付） 

申請方法 大学推薦・個人応募 

大学への申請 

期限・提出書類 

令和６年 10月１日までに「学修状況等申告書」の
用紙を学生センター窓口へ提出して、推薦希望を申
し出てください。 
・学修状況等申告書は、本掲示と共に大学 HPに掲載しているWordファイル

をダウンロードして作成してください 

・学修状況等申告書の記述を元に、本学において推薦できる場合は「在学証明

（推薦書）」を作成し学生へ交付します。応募資格や条件に合致しない、学修

状況が推薦に値すると判断されない場合は、推薦することができませんので、

ご注意ください。 
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※この掲示には主な条件のみ記載しています。詳細及び様式等は育英会HP 

（https://www.kotsuiji.com/howto/）を参照してください。 

 

育英会への申請 

期限・提出書類 

令和６年 10月 31日 
【公益財団法人 交通遺児育英会 必着】 
※指定様式は育英会 HPからダウンロードしてください。 

①奨学生願書：指定様式 

②在学証明書（兼 推薦書）：指定様式。先述の「学修状況等申告書」

をもとに、大学で作成し学生へ交付します。 

③奨学金受取口座の「通帳」の「名義と口座番号」の部分の写し 

④交通事故証明書 

⑤保護者の所得に関する証明書 

⑥戸籍謄本（・保護者との関係の確認と・保護者の死亡日の確認が

必要です） 

⑦後遺障害の程度を証する書類（下のいずれか、死亡の場合は不要） 

・身体障害者手帳の写し（１級～４級） 

・「後遺障害に関する証明書」：指定様式 

・事故後間もないなど、手帳や証明がない場合は、病院の「状態

や就労不能」が記載された診断書（写し可） 


